
２.事業の概要
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直接事業費 (a)

(b)

Ｈ 25
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①
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①

② 4,975

成果指標
（達成度等）

学童保育延べ利用者数 人 27,232 28,695 29,516

放課後子ども教室参加者数 人 3,137 3,980

（活動量） 放課後子ども教室延べ実施回数 回 47 52 65

活動指標 学童保育開所延べ日数 日 591 581 580

各種指標の実績と見込み、目標
単位

平成23年度
（実績値）

平成24年度
（実績値）

平成25年度
（見込み又は計画値）

（ 指 標 名 ）

(対象者数等） 放課後子ども教室登録者数 人 309 340 360

対象指標 学童保育入所児童数 人 159 162 154

総事業費 (a)+(b) 千円 10,572 11,644 13,886

事業費内訳 報償費682,000円、旅費4,000円、需用費55,000円、燃料費24,000円、光熱水費333,000
円、医薬材料費7,000円、役務費171,000円、委託料10,098,000円

年度

３.指標値の推移

職員人数（概算職員数） 人 0.41

人 件 費 計 千円 2,512

0

その他 千円 93 102 99

一般財源 千円 5,103 6,470 4,387

単位
平成23年度
（決算）

平成24年度
（決算見込）

平成25年度
（予算）

事
業
費

千円 10,572 11,644 11,374

国庫支出金 千円 0

県支出金 千円 5,376 5,072 6,888

起債 千円

根拠法令・条例等 大磯町放課後児童健全育成事業実施要綱、大磯町放課後子ども教室実施要綱

執行体制 町職員実施 一部委託あり 全部委託 その他

目的
（何のために）

児童の健全な育成のため

対象
(誰を・何を)

小学１年生～６年生の児童

内容

〔学童保育〕就労等のため保育が困難な保護者に代わり、委託により児童の保育を行い、安全な集団生
活を行う。
〔放課後子ども教室〕小学校の教室、体育館、校庭等を使用して児童の安心・安全な居場所作りの確保
と異年齢、地域との交流など様々な体験の機会をもち、心豊かでたくましい子どもを育む。

行革大綱実施計画事業
（細目コード・事業名） － 事業開始年度 －

１.評価対象事務事業 シート作成日 平成25年7月19日

事業名 放課後子どもプラン事業 担当課・係名 子育て支援課子育て支援係

平成 25 年度事務事業評価シート 第２号様式

総合計画実施計画事業
（認定番号・事業名） 第２項第１節子育て支援１.子育て環境の充実 事 業 番 号 14



４.事務事業の評価
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６.平成26年度事業への取組み状況（改善内容等）
子ども・子育て支援新制度に伴う準備作業を進めるとともに、国府学童保育所の委託先の変更として
民間企業等の運営も視野に入れ、放課後子ども教室の拡充等を進める。

① 改革・改善への取り組み

国府学童保育所の委託化について、保護者会との話合いを継続実施。
放課後子ども教室のスタッフに大学生の参加を呼びかけ、大学の協力による講座を企画する。

② 平成26年度に着手する事項

子ども・子育て支援新制度の施行に伴い、学童保育について条例化を行う。
国府学童保育所の委託化について、委託先を募集。
放課後子ども教室で大学との連携を強化する。

③ その他（課題、調整事項等）

国府学童保育所の委託化実現。
放課後子ども教室の全部委託を検討する。

事業の抜本的な見直しが必要

事業継続の必要性が低い（休止・廃止）

５.改革・改善の方向性 （平成 26 年度以降）

図られていない 図る余地は無い その他

理
由

担当課による

評価

妥当性、成果、効率性はおおむね良いが、改善の余地がある 評価理由

事業の一部見直しが必要
放課後子ども教室は、主体的に
実施できる法人やNPOなどに委
託することでより魅力あるイベ
ント作り等が期待できる。

効
率
性

・コストに
対して効率
的か

効率的 おおむね効率的 非効率 その他

理
由

ボランティア講師を依頼し、コストをかけずにイベントを実施している

・コストの
削減等を
図ったか

図った

成
果

・意図した
成果が得ら
れている
か。

得られている おおむね得られている 得られていない その他

理
由

参加人数は着実に増加している

町主体で実施、コーディネーターを活用

・実施手段
は妥当か

妥当 おおむね妥当 改善の必要あり その他

理
由

委託先やボランティアを活用

妥
当
性

・実施主体
は妥当か

妥当 おおむね妥当 変更の必要あり その他

理
由


